
 

 

  家畜衛生だより 
 
 ◆平成３１年度の新体制です 
 

  4 月１日付けの人事異動により、下記の新体制となりました。 

  昨年度に引き続き、御支援、御協力をお願い申し上げます。 
 

役職・担当名 新体制（前職） 転出者（転出先） 

所 長 

副 所 長 

堀井  菜摘子 （副所長から昇任） 

斉 藤  任 亮 （農業技術研究センター） 

島 野  知 二 （退職） 

堀井  菜摘子 （所長へ昇任） 

総務担当   主    任 森  美津子  

家畜防疫担当 担当部長                     

         担当課長 

    担当課長 

   主   任         

技   師 

技   師 

専 門 員 

関 根  貴 司 （みどり自然課） 
     － 

     － 

田 代  卓 也  

杉 山  公 一  

宇賀神 ひかる （新規採用） 

山 井  英 喜 （熊谷家畜保健衛生所） 

佐 竹  吉 人 （農業技術研究センター） 

中 里  有 子 （退職） 

武 末  寛 子 （大里農林振興センター） 

 

 

 

 

畜産支援・安全対策担当 

   担当部長 

  担当課長 

技   師               

         専 門 員 

 

田 中  美 貴  

平 田  圭 子  

柴 沼  沙 織 （新規採用） 

    － 

 

 

 

 

金 子  保 之 （退職） 

 

  ◆管内の野生イノシシの豚コレラ抗体検査を実施しています 
 

  現在岐阜県や愛知県で野生イノシシの豚コレラ感染事例を受けまして、当所で
は野生イノシシの豚コレラ抗体調査を実施しています。昨年度は管内市町や猟友会
の協力のもと、有害鳥獣で捕獲したイノシシ５２頭（６市町）について抗体検査を
行ない、全頭陰性を確認しています。今年度も本調査を継続し、野生イノシシのモ
ニタリングを実施していきます。 

 
 

  ◆定期報告の提出はお済みですか？ 
   未提出の方は早めに提出していただくようお願いします。 
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 愛知県４例目（確認日：３月 28 日） 

  発生農場の概要 

   所 在 地：愛知県田原市 

   飼養状況：1,647 頭 

  疫学関連農場の概要 

   所 在 地：愛知県田原市 

   （発生農場に隣接し、堆肥舎等の 

    施設が共同で使用されている 

    ３農場） 

   飼養状況：5,972 頭 

 

 愛知県５例目（確認日：３月 29 日） 

  発生農場の概要 

   所 在 地：愛知県瀬戸市 

   飼養状況：1,441頭 

   ※愛知県３例目の移動制限区域内の 

    隣接農場 

 

 愛知県６例目（確認日：３月 29日） 

  発生農場の概要 

   所 在 地：愛知県田原市 

   飼養状況：997頭 

 

 岐阜県 11 例目（確認日：３月 30 日） 

  発生農場の概要 

   所 在 地：岐阜県美濃加茂市 

   飼養状況：674 頭 

 

 

 

愛知県と岐阜県で豚コレラが続発 

５例目 

11例目 

愛知県 

４,６例目 

岐阜県 

豚飼養者の皆様には、引き続き飼養衛生管理基準を確認して
いただくとともに、異常があった場合は家畜保健衛生所への
通報をお願いします。 


